
 

平成２５年１月１０日判決言渡・同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年１１月３０日 

 

判     決 

原告         Ｘ１ 

原告         Ｘ２ 

被告         国 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は、原告Ｘ１に対し、７５９万７１４９円を支払え。 

２ 被告は、原告Ｘ２に対し、７００万９１０５円を支払え。 

第２ 当事者の主張 

１ 請求原因 

（１）昭和６０年４月頃、熊本国税局の職員が、原告らに対し、原告らの国民年

金保険料について、それまでの未納分を含めて、免除申請手続を行うと説明

し、原告らは、その免除手続を同職員に依頼した。 

（２）原告らは、上記（１）により、免除手続が行われているものと信じ、国民

年金保倹料の支払をしなかったため、国民年金の受給開始年齢になっても、

その受給ができなくなった。 

（３）熊本国税局の職員が、原告らに対し、上記（１）の説明をしなければ、原
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告らは国民年金保険料を完納し、平成２４年８月までに、原告Ｘ１について

は７５９万７１４９円、原告Ｘ２については７００万９１０５円を受給して

いたはずである。 

（４）熊本国税局の職員が、原告らに対し、上記（１）の説明をしたことは、職

務上の不法行為に当たり、これにより、原告らは、上記（３）の金額の損害

を受けた。 

（５）よって、原告らは、被告に対し、国家賠償法１条１項に基づき、上記金額

の損害賠償金の支払を求める。 

２ 請求原因に対する認否等 

（１）請求原因（１）は否認する。 

（２）請求原因（２）及び（３）は不知。 

（３）請求原因（４）は否認する。 

保険料納付の免除申請を行うことが国税局の職員の職務行為自体に当たら

ないことは明らかであり、また、当該行為が職務遂行の手段としてされた行

為であるということも、職務の内容と密接に関連し、職務行為に付随してな

された行為であるといえないことも明らかであるから、国家賠償法１条１項

の「その職務を行うについて」の要件を欠く。 

３ 抗弁（消滅時効） 

（１）原告らが保険料を納付した場合の国民年金受給開始時期は、原告Ｘ１につ

いては平成９年５月２１日であり、原告Ｘ２について平成１２年２月２４日

であるから、原告らは、その到来により、損害及び加害者を知ったというこ

とができ、その時点から３年が経過しているから、消滅時効が成立している。 

（２）被告は、原告らに対し、平成２４年９月２７日の本件口頭弁論期日におい

て、上記消滅時効を援用するとの意思表示をした。 

４ 抗弁に対する認否 

争う。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 請求原因（１）について 

（１）後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

ア 原告Ｘ１の国民年金保険料について、国民年金に加入していた期間のう

ち、未納期間、申請免除期間は以下のとおりである（甲１の３、甲８）。 

（ア）未納期間 

① 昭和３７年１月から同年３月まで 

② 昭和３９年４月から同年１２月まで 

③ 昭和４６年８月から昭和４９年９月まで 

④ 昭和５１年１０月から昭和５７年３月まで 

⑤ 昭和６０年４月から昭和６２年３月まで 

⑥ 平成３年４月から平成４年３月まで 

（イ）申請免除期間 

① 昭和３７年４月から昭和３９年３月まで 

② 昭和５７年４月から昭和６０年３月まで 

③ 昭和６２年４月から平成３年３月まで 

④ 平成４年４月から平成９年４月まで 

イ 原告Ｘ２の国民年金保険料について、国民年金に加入していた期間のう

ち、未納期間、申請免除期間は以下のとおりであり、昭和６１年３月３１

日に国民年金の資格を喪失している（甲２の３）。 

（ア）未納期間 

① 昭和３７年１月から同年３月まで 

② 昭和３９年４月から昭和４０年４月まで 

③ 昭和４６年８月から昭和４８年３月まで 

④ 昭和５２年４月から昭和６１年２月まで 

（イ）申請免除期間 
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昭和３７年４月から昭和３９年３月まで 

（２）上記認定事実によれば、昭和６０年４月までに、原告らについて、相当な

額の国民年金保険料の未納分が存在していたところ、原告Ｘ１は、「昭和６

０年４月頃に、熊本国税局の職員から、過去の未納分を含めて、免除申請を

行うと説明された。原告らが自ら免除申請手続を行ったことはないので、国

税局の職員が免除手続をしてくれたのだと思う。」などと請求原因（１）の

事実に沿う供述をしている。 

しかしながら、その当時の法律の規定（昭和６０年法律第３４号による改

正前の国民年金法９０条）によれば、免除の対象となるのは、「申請のあつ

た日の属する月前における直近の基準月からその指定する月までの期間に係

る保険料」とされており、それよりも過去の未納期間について、免除手続を

行うことはできなかったところ、国税局の職員が過去の未納分を含めて、免

除の手続ができるなどと説明したとは到底考えがたい上、原告Ｘ１について

は、前記認定のとおり、上記の説明をされたという期間よりも前である昭和

５７年４月から昭和６０年３月までの間にも、申請による免除がされている

のであって、この期間について、国税局の職員が免除手続を行った可能性が

ないことにも照らせば、上記供述は採用することができず、他に請求原因（１）

の事実を認めるに足りる証拠はない。 

したがって、請求原因（１）は認められない。 

２ 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求は理

由がない。 

第４ 結論 

よって、原告らの請求は理由がないからいずれも棄却し、訴訟費用の負担に

つき民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

大分地方裁判所中津支部 
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裁判官     甲斐雄次 
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